
◎統計法 
（平成一九年五月二三日法律第五三号）   

一、提案理由（平成一九年四月一〇日・衆議院総務委員会） 

○菅国務大臣 統計法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げ

ます。 

 新たな統計法制度のあり方に関しましては、内閣府の統計制度改革検討委員会及び総

務省の統計法制度に関する研究会において、昨年六月に報告が取りまとめられました。

さらに、昨年七月に閣議決定された経済財政運営と構造改革に関する基本方針二〇〇六

において、「統計整備の「司令塔」機能の中核を成す組織を内閣府に置くこととし、同

組織は、基本計画の調査審議や内閣総理大臣等への建議等を行う統計委員会として設置

する方向で検討する。」とされたところであります。政府は、これらの報告及び閣議決

定に沿って、このたび、本法律案を取りまとめ、御提案することとなったものでありま

す。 

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 この法律案は、公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重

要な情報であることにかんがみ、公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を定め

ることにより、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、もっ

て国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とするものでありま

す。 

 第一に、公的統計の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本的

な計画を策定することとするとともに、公的統計を、その体系の根幹をなす基幹統計と

それ以外の統計に区分して規律を整備するものであります。 

 第二に、統計データの利用促進と秘密の保護を図るため、調査票情報の二次利用がで

きる場合を明記するとともに、委託に応じた集計による統計の提供や匿名性の確保措置

を講じた統計データの利用に関する規定を整備し、また、統計調査によって集められた

調査票情報等の適正管理義務及び秘密の漏えいの禁止に関する規律を、統計調査事務の

受託者を含めて明示的に課すこととするものであります。 

 第三に、各府省が作成する統計を総合的かつ体系的に整備するための企画立案・調整

機能の強化を図るため、基本計画案等の調査審議及び内閣総理大臣等への意見具申を行

う統計委員会を内閣府に設置するものであります。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 

二、衆議院総務委員長報告（平成一九年四月一七日） 

○佐藤勉君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査

の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる公的統計の体系的か



つ効率的な整備を推進し、調査票情報の多様かつ高度な利用を可能とするための措置を

講じようとするものであります。 

 本案は、去る四月九日本委員会に付託され、翌十日菅総務大臣から提案理由の説明を

聴取し、同月十二日及び十三日質疑を行い、これを終局いたしました。質疑終局後、採

決いたしましたところ、本案は全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一九年四月一三日） 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 

一 国勢調査については、引き続き精度の高いデータが得られるよう、国民意識や社会

経済情勢の変化、情報通信関連技術の進展等を踏まえ、調査方法の見直しを進めるとと

もに、国勢調査の目的及び重要性について国民への周知を徹底すること。 

二 公的統計に係る統計調査の実施に当たっては、あくまでその正確性、信頼性が確保

されることを前提に、行政機関相互の密接な連携を図り、地方公共団体や独立行政法人

等とも協力しながら、慎重な取り扱いと運用の透明性を確保しつつ、行政記録や情報通

信技術の活用を図ること等により、調査対象者の負担の軽減に努力すること。 

三 オーダーメード集計や匿名データの提供を通じた統計データの利用促進に当たって

は、データ処理の委託の相手方における厳正な対応を確保することを含め、個人情報が

本人の意図に反して利用されることのないよう、調査票情報等の適正管理と秘密の保護

に万全を期すること。 

四 公的統計の民間開放については、市場化テストの結果を踏まえ、公的統計に係る国

民の信頼の確保や民間における人材育成など統計作成能力の向上、行政の整理合理化等

多角的な観点から、独立行政法人統計センターの組織、業務等のあり方を含め、総合的

に検討を進めること。 

五 本法案においては、統計に関する司令塔機能が複数の組織に分立していることに鑑

み、統計委員会の組織の充実、十分な権限発揮等により、真の司令塔機能を確立するこ

と。 

六 地方公共団体による統計調査に係る総務大臣への届出規定の運用に際しては、地方

分権の推進を尊重し、地方公共団体の自主性を損なうことのないようにすること。 

三、参議院総務委員長報告（平成一九年五月一六日） 

○山内俊夫君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図るため、

現行統計法の全部を改正し、公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を定めると

ともに、統計データの利用促進等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、行政のための統計から社会の情報基盤としての統計に改革す



る意義、公的統計の総合調整を担う司令塔機能の強化、調査票情報等の適正管理と秘密

の保護の徹底、公的統計の民間開放による質の低下への懸念とその防止対策、統計に携

わる職員の絶対数の確保と統計教育の振興等について質疑が行われました。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し七項目から成る附帯決議が付されております。 

 以上、御報告を申し上げます。 

○附帯決議（平成一九年五月一五日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。 

一、国勢調査については、引き続き精度の高いデータが得られるよう、社会経済情勢や

国民意識の変化、情報通信技術の進展等を踏まえ、調査方法の見直しを進めるとともに、

国勢調査の目的及び重要性について国民への周知を徹底すること。 

二、公的統計の作成に当たっては、行政機関相互の密接な連携を図り、地方公共団体や

独立行政法人等とも協力しながら、慎重な取扱いと運用の透明性を確保しつつ、行政記

録や情報通信技術の活用等により、統計の一層の正確性・信頼性の向上を図るとともに、

調査対象者の報告負担の軽減に努めること。 

三、オーダーメード集計や匿名データの提供を通じた統計データの利用促進に当たって

は、データ処理の委託の相手方における厳正な対応を確保することを始めとして、個人

情報が本人の意図に反して利用されることのないよう、調査票情報等の適正管理と秘密

の保護に万全を期すること。 

四、公的統計の民間開放については、市場化テストの結果を踏まえ、公的統計に対する

国民の信頼の確保、民間における統計作成能力の向上、行政の整理合理化等多角的な観

点から、独立行政法人統計センターの組織、業務等の在り方を含め、総合的に検討する

こと。 

五、公的統計についての司令塔機能が複数の組織に分立していることから、総合調整に

支障が生ずることのないよう、真の司令塔機能を確立するとともに、統計委員会の組織

の充実を図り、その意見を十分尊重すること。 

六、統計の作成には専門性が不可欠であることにかんがみ、高度の専門人材の育成及び

確保に向けて、統計に携わる職員の任用・研修等を計画的に行うとともに、統計教育の

振興に努めること。 

七、地方公共団体による統計調査に係る総務大臣への届出規定の運用に際しては、地方

分権の理念を尊重し、地方公共団体の自主性を損なうことのないようにすること。 

  右決議する。 


